
財形給付金信託

みずほ信託銀行あて

下記の【管理番号】にて特定される財形給付金信託に関し、【ご加入者記入欄】のとおり、支払いを指定します。
なお、振込にかかる手数料は給付金から差し引いてください。

振込手数料：　　 みずほ信託銀行、みずほ銀行口座への振込の場合は無料です。　　

その他の金融機関への振込の場合は、みずほ信託銀行のWebサイト（※）「手数料一覧表」

●振込手数料（１件につき）　お取扱区分　窓口（総合振込含む）　他行宛（電信・文書）に

記載されている金額になります。

※ https://www.mizuho-tb.co.jp/fee/index.html 二次元コード

【ご加入者記入欄】 記入内容を訂正する場合は、該当箇所を二重線で抹消し、訂正印を押印のうえ、訂正後の内容を記入してください。

【管理番号】
●委託者番号 ●所属所番号 ●加入者番号

●加入者氏名フリガナ

●加入者氏名（請求者氏名）

●中途支払理由 （該当するもの1カ所に〇またはレをつけてください）

（１）ご加入者がお亡くなりになったため

支払理由が「（１）ご加入者がお亡くなりになったため」の場合は、記載する書面が異なります。

「中途支払指定書（加入者以外の方による指定用）」の様式となります。事業主にご連絡ください。

（２）給付金規程施行事業場の勤労者でなくなったこと（退職、転勤、役員昇格等）

（３）給与所得者の扶養控除等の申告書を給付金規程施行事業場を経由して提出する勤労者でなくなったこと

（４）疾病

（５）災害

（６）持家の取得

（７）勤労者財産形成貯蓄を有しなくなったこと

（８）その他（加入者の任意による支払請求）

　（７）または（８）に該当する場合はご住所を記載してください

〒 ー

ご住所

●受取方法（銀行振込になります）

●金融機関名

●口座種類 （該当するものに 〇 またはレをつけてください）

　１　普通預金（総合） 　２　当座預金
 

【委託者署名欄】

上記中途解約理由（勤労者の疾病、災害、持家の取得）は、法令で定めるやむを得ない理由に該当することを証明します。
（西暦）　　　　年　　　　月　　　　日

（住所）

（委託者名）

（代表者名）
お届け印

中途支払には、本書面の他、委託者（事業主）が作成する中途支払いに関する指図書が必要になります。

本書面は、ご記入後、委託者（事業主）を経由して銀行あてにご提出ください（必要に応じてコピーのうえ、ご提出ください）。

銀行使用欄

本書面は、「財産形成給付金信託契約にかかる中途支払いに関する指図書」とあわせて保管する。
SZ5047(10Y)(23.9)

　年　　　月　　　日

「0012345」のように必ず
　７桁とも記載してください

加入者名義（請求者名義）　になります。
あらためて口座名義を記載することは不要です。

●生年月日（西暦）

●口座番号 口座名義

中途支払指定書（加入者による指定用）

検印営業店・受付日

農 協 労 金

信 組信 金 部

出張所

支 店銀 行

（４）～（６）

に該当する

場合、【委

託者署名

欄】にご記

載・ご押印

ください。

印

https://www.mizuho-tb.co.jp/fee/index.html

